
 

議案第４１号  

 

交野市災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   平成３０年６月４日提出  

 

 

交野市長 黒 田  実  

 

 

提案理由 災害派遣手当の支給対象及び金額の変更等並びに旅館業法の一部改正に

伴い、所要の改正を行いたいため。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例案 

交野市災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

交野市災害派遣手当に関する条例（昭和４０年条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「第６項」を「第５項」に改め、「災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第

２８８号）第１９条」の次に「並びに大規模災害からの復興に関する法律施行令（平成２

５年政令第２３７号）第４３条」を加え、「の規定する職員」を「、武力攻撃事態等にお

ける国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第１５４条（同

法第１８３条において準用する場合を含む。）、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平

成２４年法律第３１号）第４４条及び大規模災害からの復興に関する法律（平成２５年法

律第５５号）第５６条第１項に規定する職員」に改め、「災害派遣手当」の次に「（武力

攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。）」

を加える。  

別表中「  

１５日以内の期間  ５００円  ８００円  

１５日をこえ３０日以内の期間  ５００  ７００  

３０日をこえ６０日以内の期間  ５００  ６００  

６０日をこえる期間  ５００  ５００  

」を「  

３０日以内の期間  ３，９７０円  ６，６２０円  

３０日を超え６０日以内の期間  ３，９７０円  ５，８７０円  

６０日を超える期間  ３，９７０円  ５，１４０円  

」に改め、同表備考１中「第２条」を「第２条第２項」に、「ホテル営業および旅館業」

を「旅館・ホテル営業」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 


